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福祉部  令和７年２月定例府議会提出予定議案の概要 
 

１．事件議決案（4件） 

件  名 概   要 所 管 課 

大阪府福祉基金地域福

祉振興助成金返還金に

関する債権放棄の件 

大阪府福祉基金地域福祉振興助成金の返還金に

係る債務者に対して、大阪府が有する債権を放棄

することについて議決を求めるもの。 

【放棄する債権】 

 回収不能となった８万８，１００円及び 

当該返還金に係る遅延損害金 

地域福祉推進室 

地域福祉課 

高齢者住宅整備資金貸

付金返還に係る遅延損

害金に関する債権放棄

の件 

高齢者住宅整備資金貸付金の債務者に対して、

大阪府が有する債権を放棄することについて議決

を求めるもの。 

【放棄する債権】 

回収不能となった当該貸付金に係る 

遅延損害金４万８０９円 

高齢介護室 

介護支援課 

大阪府母子父子寡婦福

祉資金貸付金に関する

債権放棄の件 

大阪府母子父子寡婦福祉資金貸付金の債務者に

対して、大阪府が有する債権を放棄することにつ

いて議決を求めるもの。 

【放棄する債権】 

回収不能となった１２３万３，５３６円及び 

当該貸付金に係る遅延損害金 

子ども家庭局 

家庭支援課 

豊中市に係る児童自立

支援施設に関する事務

の受託に関する規約を

締結する件 

豊中市から児童自立支援施設に関する事務を府

が受託することについて規約を締結するため、地

方自治法第２５２条の２の２第３項の規定により

議決を求めるもの。 

子ども家庭局 

家庭支援課 

 

 

  
２．条例案 

（制定１件） 

 
 

件  名 概   要 所 管 課 

大阪府一時保護施設の

設備及び運営に関する

基準を定める条例制定

の件 

児童福祉法の改正に伴い、一時保護施設の設備

及び運営に関する基準について定める。 

 

【施行予定日】令和７年４月１日 

子ども家庭局 

家庭支援課 
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（一部改正３件）   

件  名 概   要 所 管 課 

大阪府保護施設の設備

及び運営に関する基準

を定める条例等一部改

正の件 

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施

設の設備及び運営に関する基準（省令）等の改正

により、職員配置基準が変更されること等に伴

い、条例において同趣旨の改正を行う。 

 

【関係条例】 

・大阪府保護施設の設備及び運営に関する基準を

定める条例 

・大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準を定める条例 

・大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例 

・大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障

害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例 

・大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並び

に指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例 

・大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例 

・大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例 

・大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例 

・大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例 

・大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例 

・大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準を定める条例 

・大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例 

・大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並び

に指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例 

・大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例 

・大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及

び運営に関する基準を定める条例 

地域福祉推進室 

社会援護課 

 

障がい福祉室 

生活基盤推進課 

 

高齢介護室 

介護事業者課 

 

子ども家庭局 

子育て支援課 

家庭支援課 
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・大阪府女性自立支援施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

 

【施行予定日】令和７年４月１日 

大阪府認定こども園の

認定の要件に関する条

例の一部を改正する条

例一部改正の件 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準（府省令）の改正によ

り、幼保連携型認定こども園に配置すべき職員の

数に算入することができる副園長又は教頭の資格

要件に係る特例期間の終期を令和７年３月３１日

から令和９年３月３１日に延長する。 

 

【施行予定日】公布の日 

子ども家庭局 

子育て支援課 

大阪府子ども家庭セン

ター設置条例及び大阪

府子どもを虐待から守

る条例一部改正の件 

令和７年４月に豊中市が児童相談所を設置する

ことに伴い、所要の改正を行う。 

１ 大阪府箕面子ども家庭センターの所管区域

を変更する。 

〔改正前〕 豊中市、池田市、箕面市、豊能郡 

〔改正後〕 池田市、箕面市、豊能郡 

 

２ 市町村が実施する子どもを虐待から守る施

策への府の支援対象から豊中市を除く。 

 

【施行予定日】令和７年４月１日 

子ども家庭局 

家庭支援課 

 

 


